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一

般

質

問

綱紀粛正内容は
綱紀保持は通知している町　長

▲まちの将来を担う庁舎

　

ま
ち
の
将
来
を
案
じ
行
政

の
あ
り
方
や
疑
問
点
を
問
う
。

問　

綱
紀
粛
正
の
考
え
方
と

実
行
さ
れ
た
内
容
は
。

答　

職
員
は
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
、
法
令
を
厳
守
し
清

潔
で
公
平
・
公
正
な
職
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

綱
紀
保
持
に
つ
い
て
は
、

通
知
し
て
い
る
。

問　

職
務
中
、
酒
の
に
お
い

の
す
る
職
員
が
い
る
と
住
民

よ
り
苦
情
を
聞
い
て
い
る
が
、

町
長
は
把
握
し
て
い
る
の
か
。

答　

そ
の
よ
う
な
事
例
は
報

告
を
受
け
て
い
な
い
。
前
夜

飲
食
を
さ
れ
、
あ
く
る
日
に

影
響
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思

う
が
、
い
い
加
減
な
事
を
言

う
な
ら
名
誉
棄
損
で
訴
え
る
。

問　

議
会
制
民
主
主
義
と
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
。

答　

可
否
を
表
明
す
る
こ
と

が
最
も
重
要
な
職
責
、
使
命

で
あ
る
。

問　

否
決
し
た
理
由
を
無
視

し
同
じ
案
件
を
再
度
、
提
案

す
る
こ
と
は
議
会
軽
視
で
は

な
い
の
か
。

答　

法
に
則
っ
て
し
て
い
る

こ
と
。議
会
軽
視
で
は
な
い
。

問　

片
山
善
博
総
務
相
は

「
首
長
主
導
に
よ
る
旗
上
げ

候
補
者
は
首
長
の
こ
と
を
す

べ
て
通
す
よ
う
な
議
会
に
な

り
か
ね
な
い
、
評
価
で
き
な

い
」
と
見
解
を
出
さ
れ
て
い

る
が
、
町
長
の
考
え
は
。

答　

頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
方
に
声
を
か
け
る

こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。

問　

町
長
の
責
任
範
囲
と
総

括
管
理
権
の
考
え
は
。

答　

教
育
委
員
会
の
ト
ッ
プ

は
教
育
長
、
議
会
は
議
長
、

町
部
局
は
町
長
で
あ
る
。

問　

以
前
、「
す
べ
て
の
責
任

が
町
長
で
あ
る
な
ら
議
会
に

新
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表

渡
辺
　
文
子

も
関
与
し
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

く
」
と
発
言
さ
れ
た
が
、
そ

の
考
え
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

答　

以
前
か
ら
そ
の
考
え
に

変
わ
り
は
な
い
。

問　

12
月
臨
時
議
会
で
最
高

裁
に
上
告
す
る
と
い
う
案
件

に
一
切
の
資
料
を
出
そ
う
と

し
な
か
っ
た
こ
と
に
愕が
く

然ぜ
ん

と

し
た
。
町
長
の
本
意
は
。

答　

公
平
委
員
会
の
裁
決

書
・
決
定
書
、
神
戸
地
裁
、

大
阪
高
裁
の
判
決
文
な
ど
写

し
を
提
出
し
た
。

問　

提
出
で
は
な
く
、
議
場

に
て
１
時
間
の
閲
覧
許
可
だ

け
だ
っ
た
の
で
は
。

答　

議
場
で
陳
述
書
も
全
文

読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。

問　

町
長
の
失
態
が
書
か
れ

て
い
る
高
裁
の
判
決
を
見
ら

れ
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
。

答　

私
の
失
態
だ
と
は
全
く

思
っ
て
い
な
い
。

一

般

質

問

ここを　  うここを　  う問問町
政

土山駅北整備の行政責務は
上から目線でなく協議木村理事

▲土山駅北広場駐車の状況

問　

多
く
の
課
題
の
あ
る
土

山
駅
北
地
区
に
、
行
政
と
し

て
の
責
務
は
。

答　

町
と
し
て
、
ど
う
あ
る

べ
き
か
再
度
分
析
を
コ
ン
サ

ル
に
依
頼
し
た
。

問　

平
成
22
年
度
中
に
、
説

明
会
の
開
催
は
。

答　

日
程
、
内
容
を
調
整
の

上
、
開
催
し
た
い
。

問　

合
意
形
成
を
ど
の
よ
う

に
す
る
の
か
。

答　

防
災
上
問
題
の
あ
る
地

域
な
の
で
、
道
路
な
ど
最
低

限
の
案
を
示
す
。一
方
的
な
、

上
か
ら
目
線
で
は
な
く
、
住

民
の
方
々
と
課
題
を
共
有
し
、

協
議
の
上
、
進
め
た
い
。

地
連
交
流
施
設
の
委
託
は

逆
に
法
的
根
拠
を

三
村
理
事

　

12
月
議
会
で
の
答
弁
で
、

所
有
権
・
設
置
は
県
、
賃
貸

借
契
約
も
な
い
の
に
委
託
料

を
支
払
っ
て
運
営
し
て
い
る
。

　

法
的
根
拠
も
明
確
で
な
い

た
め
、
今
回
、
知
事
に
質
問

状
を
送
付
し
た
。

　

２
月
25
日
、
支
援
学
校
か

ら
「
会
っ
て
説
明
を
す
る
」

と
電
話
が
あ
り
、
３
月
５
日

に
学
校
に
行
っ
た
が
、
約
束

と
は
違
い
口
頭
で
の
説
明
と

聞
き
、
文
書
回
答
を
求
め
て

い
た
た
め
、断
り
帰
っ
て
き
た
。

　

県
に
提
出
し
た
質
問
状
の

内
容
に
対
す
る
町
の
考
え
は
。

問　

設
置
、
所
有
は
県
か
。

答　

県
で
あ
る
。

問　

財
政
的
困
難
な
時
に
法

的
根
拠
の
な
い
委
託
は
。

答　

従
前
よ
り
協
議
し
て
い

た
デ
ザ
イ
ン
ラ
ボ
に
委
託
。

問　

法
的
根
拠
が
な
い
の
に
、

公
費
投
入
で
の
委
託
料
の
交

付
は
。

答　

使
っ
て
は
い
け
な
い
と

緑
生
会
代
表

松
本
　
か
を
り

言
う
、
逆
に
法
的
根
拠
を
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

職
員
の
人
事
評
価
は

地
公
法
に
基
づ
き

行
っ
た

町
長

問　

町
長
就
任
時
、
降
格
Ｙ

氏
の
後
任
人
事
で
、
そ
の
任

に
他
の
リ
ー
ダ
ー
を
企
画
統

括
。２
カ
月
後
元
の
職
場
へ
。

６
カ
月
後
理
事
に
任
命
。
給

与
に
関
す
る
規
則
で
昇
格
さ

せ
る
と
き
１
級
上
位
の
職
務

と
あ
り
、
１
年
在
級
し
な
い

者
は
行
え
な
い
と
あ
る
。
わ

ず
か
８
カ
月
間
で
の
人
事
評

価
は
。

答　

地
方
公
務
員
法
第
15
条

に
よ
り
勤
務
成
績
、
そ
の
他

の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き

行
っ
た
。

問　

実
証
に
は
１
年
と
い
う

期
間
が
必
要
で
は
。

答　

企
業
と
違
い
実
証
は
不
要
。


